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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
指
定
資
格
検
定
機
関
等
に
関
す
る

省
令
第
五
十
九
条
第
二
十
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
建
築
基
準
法
第
六
十
八
条
の
二
十
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受

け
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
指
定
の
有
効
期
間
の
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


